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はじめに 

 本ガイドラインは，文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル」及び千葉県教育委員会の「新型コロナウイルス感染症 学校における感染

対策ガイドライン」に基づき，柏市教育委員会として，学校運営上新型コロナウイルス感染

拡大予防対策において実施すべき基本的事項を整理したものです。 

 各学校においては，本ガイドラインを参考に感染症対策に努めていただきますようお願い

いたします。 

 

《参考資料》 

文部科学省 

 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新

しい生活様式』～ 

千葉県 

 新型コロナウイルス感染症 学校における感染対策ガイドライン 
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https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000641743.pdf


3 

 

 

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準 

地域の 

感染レベル 
身体的距離の確保 

感染リスクの高い 

教科活動 

部活動 

（自由意思の活動） 

レベル３ 

できるだけ２m 程

度 

（最低１m）  

行わない 

個人や少人数での感

染リスクの低い活動

で短時間での活動に

限定 

レベル２ 

１ｍを目安に 

学級内で最大限の 

間隔を取ること 

収

束

局
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感
染
者
減
少
傾
向 

感染リス

クの低い
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増
加
傾
向 

感染リスク

の高い活動

を停止 

感染リスクの低い活

動から徐々に実施

し，教師等が活動状

況の確認を徹底 

レベル１ 

１ｍを目安に 

学級内で最大限の 

間隔を取ること 

適切な感染対策を行った上で実施 
十分な感染対策を行

った上で実施 

 

 

《 感染症対策の３つのポイント 》 

               ・感染源を絶つ 

               ・感染経路を絶つ 

               ・抵抗力を高める 



4 

 

１ 感染源を絶つ（健康観察の徹底） 

 児童生徒の感染経路は「家庭内感染」が最多である。学校内で感染源

を絶つためには，外からウイルスを持ち込まないことが重要！ 

（１）家庭での健康観察 

 毎朝，体温と健康状態を確認してもらう（確認結果を健康観察票に記入してもらう）。 

➤同居家族の体調不良等についても健康観察票に記入してもらう。 

 発熱や風邪症状がみられるときは，自宅で休養することを徹底してもらう。 

➤レベル２，レベル３では，同居家族に感染を疑うような発熱，強い倦怠感，咳が続

く，のどに異常を感じる等の症状が見られる場合も同様とする。 

➤「学校保健安全法第１９条に基づく出席停止」とする。（Ｐ１９参照） 

 児童生徒や同居家族が感染したとき，濃厚接触者に該当したとき，またはＰＣＲ検査を

受けることになったときは，学校に連絡してもらう。 

 児童生徒がＰＣＲ検査を受ける場合は，検査の結果が判明するまで，登校を控えてもら

う。 

➤レベル２，レベル３では，同居家族がＰＣＲ検査を受ける場合も同様とする。 

 以下の《相談・受診の目安》にあてはまる場合は，電話等でかかりつけ医に相談する。

かかりつけ医がいない場合は，下記の機関に相談するよう保護者に周知する。 

《相談・受診の目安》 

 息苦しさ，強いだるさ，高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

 基礎疾患等があり，発熱や咳等の比較的軽い風邪症状がある場合 

 上記以外で，発熱や咳など，比較的軽い風邪症状が続く場合 

（症状が続く場合は必ず相談。症状に個人差があるため，強い症状と思う場合はす

ぐに相談。解熱剤等を飲み続けなければならない場合も同様） 

 柏市受診相談センター  

電話番号：04－7167－6777 ＜受付時間：平日午前９時から午後５時まで＞ 

 千葉県発熱相談コールセンター  

電話番号：0570－200－139 ＜受付時間：24時間（土日・祝日を含む）＞ 

 千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口  
 電話番号：03-6412-9326 ＜受付時間：24時間（土・日・祝日含む）＞ 
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（２）学校での健康観察 

 登校時に健康観察票（検温結果，児童生徒及び同居家族の健康状態）に基づき発熱や風

邪症状がないことを確認する。健康観察票は毎月回収し，学校で保管する。 

➤登校前に検温や健康状態の確認をしていない児童生徒，健康観察票を忘れた児童生徒

等を確認したときは，検温及び健康状態の確認を行う。 

➤レベル２，レベル３では，教室に入る前に確認する。 

 登校時や登校後に体調不良者を確認したときは，保護者に連絡して安全に帰宅させる。 

➤帰宅までの間，学校にとどまる場合は，他者との接触を可能な限り避ける。 

 欠席者及び遅刻者を確認したときは，その理由を確認する。 

 来校者に対し，来校前の検温と健康状態の確認を依頼する。必要に応じて玄関等で検温

や健康状態の確認を行う。 

➤来校時に発熱や風邪症状が見られるときは，校内への立ち入りや教育活動等への参加

を見合わせてもらう。 

➤マスク着用，手洗いや手指のアルコール消毒等の感染対策を徹底してもらう。 

 

 

《登校時の健康観察の流れ（例）》 

 

健康観察票の確認 

（検温，風邪等の症状，同居家族の状況） 
→ 健康観察票を忘れた，未記入の項目がある 

↓  ↓ 

全て記入されている 
 

 
教職員が指定の場所で検温，健康状態等を確認 

↓  ↓  ↓  ↓ 

健康状態問題なし  健康状態問題あり 
 

 
健康状態問題あり  健康状態問題なし 

↓  ↓  ↓  ↓ 

教室へ移動  
指定の場所へ移動 

保護者に連絡して安全に帰宅させ自宅療養させる 
 教室へ移動 
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２ 感染経路を絶つ（基本的な感染症対策の徹底） 

 新型コロナウイルス感染症は，一般的には「飛沫感染」「接触感

染」で感染する。以下の基本的な感染症対策を徹底して，学校内にウ

イルスを広げないことが重要！ 

①手洗い 

②咳エチケット（マスクの着用等） 

③清掃・消毒…など 

 

（１）手洗い 

 手洗いをこまめに行う。 

➤手洗いのタイミング 

・登校後 

・外から教室に入るとき 

・咳やくしゃみ・鼻をかんだとき 

・給食の前後 

・掃除の後 

・トイレの後 

・共用のものを触ったとき 

➤手洗いは，３０秒程度かけて，水と石け

んで丁寧に洗う。 

➤手指用の消毒液は，流水での手洗いがで

きないときに，補助的に使用する。 

➤石けんや手指用アルコール消毒液に過敏 

に反応したり，手荒れの心配がある場合 

は，流水でしっかり洗う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考文献）森功次他：感染症学雑誌.80:496-500(2006) 
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（２）咳エチケット（マスクの着用等） 

 無症状の感染者も他者へ感染させる恐れがあるため，学校教育活動においては，十分な

身体的距離が確保できないときは，基本的にマスクを着用する。 

 ただし，次の場合は，マスクの着用は必要としない。 

➤十分な身体的距離が確保できるとき 

➤気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い

日など，熱中症等の健康被害が発生する

おそれがあるとき 

※登下校中を含め，マスクを外す。熱中

症への対応を優先させる。 

➤暑さで息苦しいと感じたとき 

※マスクを外したり，一時的に片耳だけ

かけて呼吸したりするなど，自身の判

断でも適切に対応できるように指導す

る。低学年の児童は自己判断が難しい

ため，積極的に声をかける。 

➤体育の授業や部活動等で体を動かすとき 

※身体への負担を考慮して，マスクの着

用は必要としない。ただし，マスクを

外すときは十分な身体的距離を確保す

る。また，呼気が激しくならない軽度

な運動のときは，マスクの着用を検討する。 

 基礎疾患等でマスクの着用が困難な場合は，主治医や学校医と相談の上，適切に対応す

る。 

 マスクは，正しい方法で着用する。（鼻と口を覆う） 

 飛沫飛散防止には，最も高い効果があるとされる不織布マスクの着用が望ましい。 

（ただし，マスクの種類によって偏見や差別がないよう十分配慮する。） 

 マスクを忘れた児童生徒等に対応できるよう，予備用のマスクを備蓄しておく。 

 咳やくしゃみをするときは，マスクやティッシュ，ハンカチを使って，口や鼻をおさえ

る。 
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（３）清掃・消毒 

 一時的な消毒効果を期待するよりも，清潔な空間を保つことが重要で

あるため，清掃活動の中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れる。

通常の清掃活動の一環として，発達段階に応じて児童生徒が消毒を行う

場合は，感染症対策を十分に行った上で実施する。 

《日常的な清掃・消毒》 

 大勢がよく手を触れるところ（ドアノブ，手すり，スイッチ等）は１日に１

回，水拭きした後に消毒液を浸した布巾等で拭く，または，家庭用洗剤等を用いた清掃

活動での拭き掃除とする。（消毒方法等は別表を参照） 

➤児童生徒の手洗いが適切に行われている場合は，省略することも可能。 

 床，机，椅子は，通常の清掃活動の範囲で清掃する。特別な消毒作業は必要ない。 

 トイレ，洗面所は，新型コロナウイルス対策に効果がある家庭用洗剤等を用いて，

通常の清掃活動の範囲で清掃する。特別な消毒作業は必要ない。 

 器具，用具，清掃道具等の共用物は，使用の都度消毒を行うのではなく，使用

前後に手洗いを行うよう指導する。 

 作業後は石けんによる手洗いを十分に行う。 

 

《感染者が発生した場合の消毒》 

 保健所の指導の下，当該感染者が活動した範囲を特定して汚染が想定される物品（当該

感染者が高頻度で触った物品）を消毒用エタノールまたは０．０５％（トイレについて

は０．１％）の次亜塩素酸ナトリウム消毒液，遊離塩素濃度２５ＰＰｍ以上の亜塩素酸

水消毒液で消毒する。 

 症状のない濃厚接触者が触った物品に対する消毒は必要ない。 

 物の表面についたウイルスの生存期間は，付着した物の種類によって異なるが，２４時

間～７２時間くらいと言われているため，消毒できていない箇所は生存期間を考慮して

立ち入り禁止とする。 
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■消毒方法等（消毒液別） 

 消毒方法 注意事項 

消毒用エタノール ・消毒液を浸した布巾等で拭い

た後，そのまま乾燥させる。 

引火しやすいため，電気スイッ

チ等に直接噴霧しない。 

家庭用洗剤 
有効性が認められた界面活

性剤を含む 

・住宅・家具用洗剤 

 製品に記載された使用方法で

使用する。 

・台所用洗剤 

 洗剤を薄めた溶液を染み込ま

せた布巾等で拭いた後，清潔

な布等で水拭きし，最後に乾

拭きする。 

洗剤うすめ液は使い切る。 

スプレーボトルで噴霧しない。 

次亜塩素酸 

ナトリウム消毒液 

・０．０５％の消毒液を浸した

布巾等で拭いた後，清潔な布

等で水拭きし，乾燥させる。 

・感染者が発生した場合のトイ

レでは０．１％以上の消毒液

を使用する。 

児童生徒には扱わせない。 

絶対に噴霧しない。 

消毒液は使い切る。 

必ず手袋を着用する。 

他の薬品と混ぜない。 

色落ちしやすいものや腐食の恐

れのある金属には使用しない。 

次亜塩素酸水 
一定の条件を満たすもの 

・有効塩素濃度８０ｐｐｍ以上

のものを使用する。汚れがひ

どい場合は，有効塩素濃度２

００ｐｐｍ以上が望ましい。 

・次亜塩素酸水で表面をヒタヒ

タに濡らし，２０秒以上経過

後，清潔な布等で拭き取る。 

酸や塩素系漂白剤と混ぜない。 

人が吸入しないようにする。 

濃度が高いものを使用するとき

は，手袋を着用する。 

遮光性の容器に入れ，冷暗所で

保管する。 

亜塩素酸水 
一定の条件を満たすもの 

・遊離塩素濃度２５ｐｐｍ以上

の亜塩素酸水を染み込ませた

布巾等で拭いた後，数分以上

置いてから水気を拭き取る。 

目に入ったり，皮膚についたり

しないようにする。 

酸性の製品やその他の製品と混

同，併用しない。 

※消毒を行うときは，以下の情報を参照する。 

「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」厚生労働省･経済産業省･消費者庁特設ページ 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html） 

※効果が確認された界面活性剤を含む洗剤を使用する場合は，以下の情報を参考にする。 

「有効な界面活性剤を含有するものとして事業者から申告された製品リスト」 

 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）のホームページ 

（https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html）において随時更新 

 

３ 抵抗力を高める 

 抵抗力を高めるため，「十分な睡眠」，「適度な運動」，「バラン

スの取れた食事」を心がけるよう指導する。 
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４ 集団感染リスクへの対応 

 新型コロナウイルス感染症では，換気の悪い密閉空間，多数が集ま

る密集場所，間近で会話や発声をする密接場面という３つの条件（３

つの密）が重なる場で，集団感染のリスクが高まるため，この３つの

条件が重なる場を避けるとともに，３つの場が重ならない場合でも，

可能な限りそれぞれの密を避ける。また，「大声」にも注意する。 

 

（１）換気の徹底（密閉対策） 

 教室等は，可能な限り常時，２方向の窓（やドア）を同時に開けて換気を行う。対面ま

たは対角線上の窓（やドア）を開けると，効率的に換気が行われるため，廊下側は常時

開けておくようにする。エアコン使用時であっても換気は必要。 

➤窓のない部屋では，常時入口を開けておいたり，換気扇や扇風機等で部屋の外に空気

が流れるようにする。 

➤常時換気が難しい場合は，３０分に１回以上，数分間程度，窓を全開にする。 

➤冬季は，換気による室温低下で健康被害や学習への集中力の低下を招かないよう，児

童生徒等に暖かい服装を心がけるよう指導する。校内での保温・防寒目的の衣服等の

着用について柔軟に対応する。 

 十分な換気ができているか心配な場合は，CO2モニターで二酸化炭素濃度を計測するこ

とができる。学校環境衛生基準では１５００ｐｐｍが基準。昼食時は１０００ｐｐｍが

望ましい。 
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（２）身体的距離の確保（密集対策） 

 児童生徒の間隔は，可能な限り（おおむね１ｍ～２ｍ）身体的距離を確保する。 

➤施設等の制約から１ｍの距離を確保できないときは，換気を十分に行うことや，マス

クを着用することなどを組み合わせて「３つの密」の回避に努める。 

➤レベル３では，児童生徒の間隔を可能な限り２ｍ（最低１ｍ）確保する。施設等の制

約から十分な距離を確保できないときは，分散登校や時差登校も検討する。 

 対面とならないように工夫する。 

（３）マスクの着用（密接対策） ※再掲（７ページを参照） 

（参考）レベル 1･2 地域（1 クラス 40 人の例） （参考）レベル 3 地域（1 クラス 20 人の例） 
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５ 活動場面ごとの感染症対策 

（１）各教科活動等 

■共通事項 

 教室等は，可能な限り常時，２方向の窓（やドア）を同時に開けて換気を行う。エアコ

ン使用時であっても換気は必要。 

 身体的距離が十分とれないときは，飛沫を飛ばさないよう基本的にマスクを着用する。 

➤熱中症等の健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は，マスクを外す。 

➤体育の授業においては，身体への負担を考慮してマスクの着用は必要としないが，呼

気が激しくならない軽度な運動のときは，マスクの着用を検討する。 

➤授業の前後における着替えや移動，授業中での教師による説明，グループでの話し合

いの場面，用具の準備や後片付けの時など，児童生徒が運動を行っていないときは，

可能な限りマスクを着用する。 

 可能な限り個人の教材教具を使用し，児童生徒同士の貸し借りはしない。 

 器具や用具を共用で使用する場合は，使用前後の手洗いを徹底する。 

 教職員は，飛沫感染防止としてマスクを適切に着用する。（Ｐ１１参照）

児童生徒までの距離を可能な限り（おおむね１～２ｍ）確保する。 

《参考》 

■濃厚接触者に特定される主な要因事例■ 

・近距離で組み合う活動・身体接触を伴う活動・大きな発声や激しい呼気を伴う活動・大

きな声での会話や応援・大会等での移動時や会食，宿泊，更衣室・部室等での３密・休憩

や活動後の車座になり飲み物を飲みながらの会話など（マスク着用の有無等にもよる） 

 

■「感染症対策を講じてもなお，感染のリスクが高い学習活動」 

★１ 各教科等に共通する活動として，「児童生徒が長時間，近距離で対面形式となるグ

ループワ―ク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」 

★２ 音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニ

カ等の管楽器演奏」 

※合唱をするときは，①前後，左右の身体的距離を十分に確保する ②向き合わ

ない ③一つの場所での人数を制限する ④連続した練習は可能な限り短く

し，常時換気を行う ⑤マスクを着用する ⑥立っている児童生徒と座ってい

る児童生徒が混在しないようにする。 
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★３ 家庭，技術・家庭科における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」 

★４ 体育，保健体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接

触したりする運動」 

※水泳については，事務連絡「学校の水泳授業における感染症対策について」

（令和３年４月９日付け）を参照すること。 

★５ 理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

★６ 図画工作，美術における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や   

鑑賞の活動」 

 

《感染レベル別対応》 

レベル３  「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」（★１～６）

は行わない。 

 児童生徒を一堂に集める活動は行わない。 

 集団で行う活動は避け，可能な限り個人で行う活動とし，特定の少人数

（２～３人程度）での活動を行う際も，十分な身体的距離を確保し，短時

間で行う。 

レベル２  「児童生徒が長時間，近距離で対面形式となるグループワーク等」及び

「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★１）は，一定の距離を保ち，

同じ方向を向くようにし，また回数や時間を絞るなどして実施する。な

お，（★２～６）は，特に感染リスクが高いことから，学校や地域の実情

を踏まえて，慎重に検討する。 

レベル１  換気，身体的距離の確保や手洗い等の感染症対策を行った上で，（★１～

６）の学習活動を実施する。 

※ただし，市内の感染状況や学習状況等を踏まえ，教育委員会から改めて通知を出すことに

より弾力的に対応することがある。 

 

（２）学校図書館 

 利用の前後の手洗いを徹底する。 

 室内で児童生徒等の密集が生じないように，利用方法を工夫する。 
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（３）部活動 

■共通事項 

 教職員が活動状況を確認する。 

 顧問は，マスクを適切に着用し指導する。（Ｐ１１参照） 

 開始前に健康観察を実施し，体調不良者を確認したときは，保護者に連絡して安全に帰

宅させる。 

 活動前後の手洗いを徹底する。 

 屋内において多数の児童生徒が集まり呼気が激しくなるような運動や大声を出すような

活動等は避ける。 

 会場への移動時や昼食，会場での更衣やミーティング等の主活動以外の場面でも３密を

避けるなど，感染防止対策を講じる。指示等を行う場合は，大声は出さず，人数によっ

ては拡声器等を利用する。  

 部活動前後での集団での飲食は控えるよう特に指導を徹底するとともに，終了後は速や

かな帰宅を促す。 

 

《感染レベル別対応》 

レベル３ 
 可能な限り，感染症及びその拡大のリスクを低減させながら，短時間でな

るべく個人での活動とし，少人数で実施する場合は十分な距離を空けて活

動する。密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い

活動，向かい合って発声したりする活動は行わない。 

レベル２ 
 一定の距離（１～２ｍ）を保つなど，可能な限りの感染症対策を行った上

で，リスクの低い活動から回数や時間を絞って徐々に実施する。 

 校内での活動を原則とし，長時間，密集する運動や近距離で組み合ったり

接触したりする場面が多い活動，向かい合って発声したりする活動は避け

る。 

レベル１ 
 可能な限り，感染症対策を行った上で，通常の活動を行う。 
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（４）給食 

■共通事項 

 学校給食は，児童生徒の健やかな育ちを支える重要なものであるた

め，感染リスクに配慮しつつ積極的に給食の提供を検討する。 

 児童生徒等全員の給食の前後の手洗いを徹底する。 

➤流し（手洗い場）が密集しないように注意する。 

 給食の配食を行う給食当番及び教職員は，下痢，発熱，腹痛，嘔吐の症状の有無，衛生

的な服装をしているか，手指は確実に洗浄したかなどを毎日点検する。適切でないと認

められるときは給食当番を代える。 

 飛沫飛散防止のため，喫食時は机を向かい合わせにしない。会話を控える。食事後に会

話をするときは，マスクを着用する。 

 体調不良者の食器具は，感染症胃腸炎と同様に別途塩素消毒を行った後に，給食室へ返

却する。 

 給食後に歯みがきや洗口を行うときは，換気の良い環境で，児童生徒がお互いに距離を

確保し，飛沫が飛び散らないよう間隔を空けて行う。 

 レベル２，レベル３では，おかわり等の配食は，教職員が行う。 

 

レベル３  配膳の過程を省略できる献立を検討する。 

レベル２  地域の感染状況に応じて，通常の給食に徐々に戻していく。または警戒の

度合いを引き揚げレベル３の対応に戻す。 

レベル１  衛生管理を徹底した上で，通常の給食を提供する。 

 

（５）登下校 

 校門や昇降口での密集が起こらないように工夫する。例：登下校時間帯を分散させる。 

 集団登下校を行うときは，密接とならないよう指導する。 

 気温・湿度や暑さ指数（ＷＢＧＴ）が高いときや，他の児童生徒等や一般の人と十分な

身体的距離が確保できるときは，マスクを外すよう指導する。 

➤小学校低学年など，自己判断が難しい年齢の子どもには，積極的に声をかける。人と

十分な距離を確保し，会話を控えることも指導する。 
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■留意事項 

 公共の場でマスクを外す場合があるため，近隣住民をはじめ市民の方の理解が得られる

よう，お便り等を利用して積極的に呼びかける。 

 

（６）休み時間 

 教室等の窓（やドア）を大きく開放し，十分な換気を行う。 

 トイレや流し（手洗い場）はクラス別に使用する場所を指定するなど，異なる学年・

学級が共用する機会を可能な限り減らす。 

 流し（手洗い場）やトイレに児童生徒が密集しないよう，動線を指示しておくなど工

夫する。 

 トイレはよく換気し，ふたのあるトイレの場合は，ふたを閉めてから水を流す。 

 

（７）保健室 

 体調不良による利用者とけがによる利用者を区分する。 

➤例１：別室を確保して利用目的別に使用する。 

➤例２：出入口を分けて部屋を区分する。 

➤例３：出入口が一つしかないときは，衝立等で間仕切りを作り，部屋を区分する。 

 可能な限り物の共有を避ける。 

➤清拭による消毒や洗濯による洗浄・交換ができるものが望ましい。 

➤例：児童生徒等を寝かせて応急処置をしたときは，処置台や長椅子を消毒する。 

 来室者を制限し（付き添い者等），異学年（クラス）の接触機会を減らす。 

 日常的に保健室に登校している児童生徒がいるときは，保健室の利用を関係職員と保護

者で予め協議しておく。 

 体調不良者の対応は，可能な限り少ない教職員で対応する。 

  



17 

 

６ 感染者等が発生した場合の対応（臨時休業等の実施） 

（１）児童生徒や教職員等の感染者が発生した場合の対応 

《初動対応》 

 感染者を確認したときは，速やかに教育委員会（学校保健課）に連絡する。 

➤感染が判明したときは，医療機関から本人（保護者）に診断結果が伝えられる。 

➤学校には，保護者等から感染判明の連絡が入る。 

 教育委員会（学校保健課）の指示の下，次の作業を行う。 

① 保健所が行う濃厚接触者等の範囲の特定に必要な情報を整理する。 

② 感染者の発生や臨時休業の有無等を近隣校，学校医，給食業者に連絡する。 

③ 保健所による濃厚接触者等の範囲の特定後，自宅待機の期間やＰＣＲ検査の日程

等を濃厚接触者等に該当した児童生徒の保護者に連絡する。 

④ 感染者の発生や臨時休業の有無等を緊急メールで保護者に連絡する。 

⑤ 当該校が休校を実施する場合は，学校施設の利用を中止することを利用団体等に

連絡する。 

 

《臨時休業の考え方》 

 新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りつつ，地域の感染状況を

踏まえ，学習活動を工夫しながら可能な限り学校教育活動を継続する。 

 感染者が発生したときは，保健所により濃厚接触者等の範囲が特定されるまでの間は，

原則として，一時的に学校全体の臨時休業を実施する。ただし，明らかに感染が広がる

恐れがないと判断できる場合はこの限りではない。 

 濃厚接触者等を特定した後は，保健所と相談の上，感染が広がっているおそれの範囲に

応じて，当該児童生徒が在籍する学級や学年，または学校全体の臨時休業を実施する。

臨時休業期間中に以下の対応を行う。 

① 保健所が濃厚接触者等の範囲を特定する。 

② 濃厚接触者に該当した児童生徒等は，保健所から指示された健康観察期間（感染

者との最終接触日の翌日から２週間）を出席停止とする。 

③ 濃厚接触者等へのＰＣＲ検査を実施して，学校内の感染状況を把握する。 

④ 当該児童生徒等の行動範囲を考慮し校内の消毒を行う。 

⑤ 濃厚接触者や風邪症状等の人数が在籍する学級の児童生徒数の２０％以上になっ

た場合は，学級閉鎖の措置をとる。 
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（２）濃厚接触者が発生した場合の対応 

 濃厚接触者を確認したときは，速やかに教育委員会（学校保健課）に連絡する。 

 当該児童生徒に対し，学校保健安全法第１９条に基づく出席停止の措置をとる。 

➤出席停止の期間は，保健所から指示された健康観察期間とする。 

 当該児童生徒のＰＣＲ検査の結果を確認し，教育委員会（学校保健課）に連絡する。 

 濃厚接触者が発生したときは，原則として，臨時休業は実施しない。ただし，保健所の

助言等を参考に実施する場合がある。 

 

（３）感染が疑われる者が発生した場合の対応 

 医師や保健所の指示等により，新型コロナウイルス感染症を診断するためのＰＣＲ検査

等を受ける者を確認したときは，速やかに教育委員会（学校保健課）に連絡する。 

 ＰＣＲ検査等の結果が判明するまで，学校保健安全法第１９条に基づく出席停止の措置

をとることが可能。 

➤ＰＣＲ検査等の結果，陰性だった場合の登校等の可否については，医師，保健所等の

指導に従う。 

 

《感染者を確認したときの対応》 

 

 感染者確認  

      

 

学校における感染拡大のリスクを判断 

濃厚接触者の範囲の特定 

必要に応じてＰＣＲ検査等の実施 

校内の消毒…など 

《最小限の範囲で臨時休業を検討》 

 

      

      

低い   高い 

通常登校 
濃厚接触者等の出席停止 

  
臨時休業 

学級・学年・学校 

  

(数日程度） 

(５～７日間程度） 
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（３）出席停止等の扱い 

 児童生徒の出席停止等の扱いは，原則，以下のとおりとする。 

状況 児童生徒の出席停止等の扱い 

(1) 児童生徒が感染したとき 治癒するまで，「学校保健安全法第１９条に基づく出席停止」

とする。 

(2) 児童生徒が濃厚接触者に特定さ

れたとき 

保健所から指示された健康観察期間（感染者と最後に濃厚接触

をした日の翌日から起算して２週間が基本），「学校保健安全

法第１９条に基づく出席停止」とする。 

(3) 児童生徒に発熱や風邪症状がみ

られ自宅で休養するとき 

「学校保健安全法第１９条に基づく出席停止」とする。 

（判断に迷う場合は，保護者から症状を十分に聴き取ること。) 

(4) 児童生徒が医師や保健所の指示

等でＰＣＲ検査等を受けたとき 

ＰＣＲ検査等の結果が判明するまで，「学校保健安全法第１９

条に基づく出席停止」とする。 

(5) 同居する家族に発熱や風邪症状

が見られるとき（児童生徒が体

調良好でも） 

「学校保健安全法第１９条に基づく出席停止」とすることが可

能である。（※） 

(6) 同居する家族が濃厚接触者に特

定されたとき 

ＰＣＲ検査等の結果が判明するまで，「学校保健安全法第１９

条に基づく出席停止」とすることが可能である。（※） 

(7) 同居する家族が医師や保健所の

指示等でＰＣＲ検査等を受けた

とき 

ＰＣＲ検査等の結果が判明するまで，「学校保健安全法第１９

条に基づく出席停止」とすることが可能である。（※） 

(8) 医療的ケアが日常的に必要な児

童生徒等や基礎疾患等のある児

童生徒等が主治医や学校医に相

談の上，登校すべきでないと判

断されたとき  

「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない

事由で欠席した場合等で，校長が出席しなくてもよいと認めた

日」とする。 

(9) 海外から帰国し，一定期間自宅

等での待機を要請されたとき 

その期間は，「学校保健安全法第１９条に基づく出席停止」と

する。（その後，健康状態に問題がなければ登校可） 

(10) 児童生徒等に症状等はないが保

護者から学校を休ませたいと相

談されたとき 

感染経路不明の患者が急激に増えている地域である等により，

感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由

があると校長が判断する場合，その他校長が必要と認める場合 

→「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできな

い事由で欠席した場合等で，校長が出席しなくてもよいと認め

た日」とする。 

（11） 児童生徒が医療機関においてワ

クチン接種を受けるとき 

「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない

事由で欠席した場合等で，校長が出席しなくてもよいと認めた

日」とすることが可能である。 

（12） ワクチン接種による副反応が出

たとき 

「学校保健安全法第１９条に基づく出席停止」とする。 

※レベル２，レベル３では，出席停止を徹底する。 

《参考》 

 校長は，新型コロナウイルス感染症にかかっている，かかっている疑いがある，又はかかるおそれのある児

童生徒等があるときは，学校保健安全法に定める第一種感染症として，治癒するまで出席を停止させることが

できる。【学校保健安全法第１９条，令和２年１月３１日付け文部科学省事務連絡】 
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７ 児童生徒に対する正しい知識等の指導 

 学校生活では，休み時間や登下校など，教職員の目が届かない所での児童生徒等の行動が

大きな感染リスクとなる。児童生徒等が，新型コロナウイルス感染症及びその感染予防対策

について正しい知識を身に付け，自ら感染のリスクを避ける行動をとることができるよう，

指導資料等を活用して，発達段階に応じた指導を行う。 

 また，新型コロナウイルス感染症に起因するストレス，いじめ，偏見・差別等の防止及び

心のケアに配慮する。 

《指導内容の例》 

 私たち一人一人が，感染症を予防するため

にできることをしっかりやっていくことが

大切であり，自分の生活や体調を振り返り

行動することが感染拡大防止にもつながる

こと。 

 手洗いは接触感染を予防するのに効果があ

ること。 

 手洗いは正しい方法で行わないと予防にな

らないこと。 

 飛沫感染を防ぐためにも，何もせずに咳や

くしゃみをしたり，咳やくしゃみを手でお

さえたりせずに，３つの咳エチケットを実

践すること。 

《３つの咳エチケット》 

① マスクを着用する。（口・鼻を覆う） 

② マスクがないときは，ティッシュやハンカチで口・鼻を覆う。 

③ マスクがなく，とっさの時は袖で口・鼻を覆う。 

 ３つの密が重ならない場合でも，リスクを低減するため，できる限り「密閉」「密

集」「密接」しないようにすること。 

 感染症を予防するには，運動，食事，休養及び睡眠の調和のとれた生活を続けるこ

とが有効であること。 

 ＳＮＳで氾濫しているデマや誤った情報に惑わされないよう注意すること。 

 心配なことがあったら，一人で抱え込まずに，周囲の人に相談すること。 
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 感染者，濃厚接触者，医療従事者，社会機能の維持にあたる方等とその家族に対す

る誤解や偏見に基づく差別は許されないこと。 

 その他 

 例えば，マスクをしてない・咳をしている，登校時における検温で熱がある・医

師の指示等により登校を控えているなど，児童生徒への偏見や差別が生じないよ

う，新型コロナウイス感染症に関する適切な知識を基に，発達段階に応じた指導を

行う。 

 また，ワクチン接種に関しては，任意のものであることを前提に，ワクチンの接

種を受ける又は受けないことによって，差別やいじめ等が起きることのないよう，

次の点について指導する。 

・ワクチン接種をしたかどうか，無理に聞かないこと。 

・ワクチン接種をしようとしている人に，接種をやめるよう言わないこと。 

・ワクチン接種をしていない人に，接種を無理強いしないこと。 

・ワクチン接種をしたこと，していないことを理由とした，仲間外れやいじめは

絶対にしないこと。 

 

  



22 

 

８ 教職員の感染予防の徹底 

 教職員の感染経路は「不明」が最も多い。多数の児童生徒等と接する

ため，日頃から体調管理と職場内外における感染予防の徹底に努める。  

 毎日，出勤前に必ず検温と風邪症状の確認を行い，発熱や風邪症状があるときは，出

勤を控え，管理職等へ連絡する。 

➤レベル２，レベル３では，同居家族に風邪症状が見られたときも同様とする。 

 本人や同居家族が感染したとき，濃厚接触者に特定されたとき，またはＰＣＲ検査をす

ることになったときは，管理職に連絡する。 

➤ＰＣＲ検査を受ける場合は，検査の結果が判明するまで，出勤を控える。 

 出勤時，管理職等は，教職員に発熱や風邪症状がないことを確認する。 

 管理職等は，感染症対策や心のケア等を最前線で支えている教職員の精神的負担を鑑

み，メンタルヘルスにも十分配慮する。 

➤各学校において，教職員が発熱や咳等の風邪症状があるときには積極的に休みをと

り，積極的に受診できる環境を整える。 

 出勤後，授業や指導の前後，トイレ後，飲食の前後など，こまめな手洗いを徹底する。 

 飛沫飛散防止としてマスクを着用し，児童生徒までの距離（おおむね１～２ｍ）を可能

な限り確保する。 

 マスクは，正しい方法で着用する。（鼻と口を覆う） 

 飛沫飛散防止には，最も高い効果があるとされる不織布マスクの着用が望ましい。  

 マウスシールドやフェイスシールドは，マスクに比べ飛沫飛散防止の効果が弱いことに

留意する必要がある。マスクを着用せずマウスシールドやフェイスシールドのみの着用

で活動する場合は，十分な身体的距離を確保する。 

 教職員の執務室（職員室，事務室等）の換気，教職員の座席等の距離確保を徹底する。 

 人が集まる会議等については，「密閉」「密集」「密接」及び「大声」をできる限り避

け，マスクを着用の上，換気を徹底する。 

  来校者に対し，マスク着用，手洗いや手指のアルコール消毒等，感染対策の徹底を依

頼する。 

  



23 

 

９ その他 

（１）医療的ケアが必要な児童生徒（医療ケア児）や基礎疾患等のある

児童生徒（基礎疾患児）について 

 医療的ケアを必要とする児童生徒の中には，呼吸器の障がいがあり，重症化リスクが高

い者（※）もいるため，感染状況を踏まえ，主治医や学校医等に相談の上，医療的ケア

児の状態に基づき個別に登校の判断をする。 

 基礎疾患児についても，感染状況を踏まえ，主治医や学校医に相談の上，登校の判断を

する。 

 感染予防のために登校すべきでないと判断された場合の出欠の扱いについては，指導要

録上「欠席日数」とはせずに，「出席停止・忌引等の日数」として記録を行う。 

 

※糖尿病，心不全，呼吸器疾患（ＣＯＰＤ等）の基礎疾患のある方，透析を受けている

方，免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方では，新型コロナウイルス感染症が重症

化しやすいとされている。 

 

（２）学校医・教育委員会との連携 

 日々の児童生徒の健康管理等については，学校医との連携が重要なため，学校から出席

停止者が出たときや臨時休業を行うときは，適宜，情報の共有を図る。 


